
アスベスト含有調査事業補助金交付申請フロー

川　　越　　市 申　　請　　者
請　　負　者

建　築　士　等

使用状況の把握

事前相談 含有調査事業の検討・相談等

※補助対象範囲等の
　確認を行います。
・「設計図書」や
　「現況写真」等
　をお持ち下さい。

請負者（分析機関）の選定 相談・見積書の作成

受理・審査 補助金交付申請

決定通知書の交付 決定通知書受理

アスベスト含有調査の依頼 含有調査の実施

受理・審査 内 容 変 更 等

含有調査終了

受理・審査 含有調査実績報告の提出 実績報告書の作成
※申請年度の1月31日までにご
提出ください

補助金額確定の通知 補助金額確定通知受理

請求書受理 請求書の提出
※申請年度の3月10日までにご
提出ください

補助金の交付 補 助 金 受 理

問い合わせ　川越市役所　建築指導課　建築指導担当　049-224-5974（直通）

契 約

支払い

約
1
ヶ
月

（注）決定通知書の交付を
受けるまで調査機関との契
約は行わないで下さい。

事前相談前に、①吹付け材等が露出して施工されている、
②設計図書等にその使用が明記されている、③上記①②
の確認ができない場合には、建築時の工事業者や建築士
に使用の有無を問い合わせていただくなどにより、予め施
工箇所のご確認をお願いします。

事業内容の軽微な変更に該当せず、又は補助金の額に変更を

生じる場合には、変更承認申請を行って下さい。

調査箇所の採取
中及び採取後の
現場写真は必ず
お撮り下さい。

添付書類
(1)支払い内訳書
(2)分析機関が発行
した報告書の写し
(3)契約書の写し
(4)領収書の写し
(5)調査箇所の採取
中及び採取後の現
場写真
(6)建築物石綿含有
建材調査講習修了
証明書の写し

添付書類
⑴～⑶ 位置図、配置図、

平面図

⑷ 現況写真

⑸ 登記事項証明書

⑹ 団体の代表者証明書

⑺ 議決書（区分所有者

の場合）

⑻ 委任状（代理者が申

請する場合）

⑼ 分析機関証明書

⑽ 見積書の写し

（①定性＋定量 ②定

性）

⑾ その他市長が必要



主な要件

☆　消費税仕入控除税額

　補助対象事業費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法の規定により仕入に係る消費税

　額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額。

　　消費税法に定める課税事業者（届出により課税事業者となる場合を含み、簡易課税事業

　者を除く。）で、補助対象事業費に控除対象仕入税額を算入する場合は、消費税仕入控除

　税額を減額した額が補助額となります。

＜注意＞

申請期間については、4月1日から12月末日までです。

申請後、交付決定が行われるまで、業者等との契約を結ぶことはできません。

なお、実績報告については、申請年度の1月31日までに提出してください。    

補助対象者

補助対象建築物

補助額

・同様の補助金の交付を受けていない建築物

・明らかな建築基準法違反がない建築物

補助対象事業

・川越市内の民間建築物

・延べ面積300㎡以上の建築物

・アスベストの含有に係る調査（基準：ＪＩＳ Ａ １４８１）

アスベスト含有調査

・含有調査に係る費用全額

　※1,000円未満の端数は切り捨て

　※消費税仕入控除税額☆が明らかな場合は、当該消費税仕入控除税額
　　を減額した額

　※上限25万円　年度予算内に限る

・補助対象建築物の所有者又はマンションの管理組合

　作業環境測定法（昭和50年法律第28号）第2条第7号に規定する作業環境
　測定機関のうち、ＪＩＳ Ａ １４８１の付属書の仕様に適合する装置及び機
　器を備える機関


